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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（ａ）；
【化１】

　　（ａ）
(式中、ｎは１～１２の整数を、Ｒは
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【化２】

のいずれかを示す）で示されるモノテルペン誘導体のイソチオシアン酸エステルを含有す
ることを特徴とする水中生物付着防止剤。
【請求項２】
請求項１に記載の水中生物付着防止剤を用いた塗料。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貝類などの有害な水中生物が付着するのを防止するための水中生物付着防止
剤および水中生物付着防止塗料に関する。とくに、船舶の船底部、漁網、ブイなどの海水
中に置かれる設備、火力もしくは原子力発電所および各種工業の冷却用水の取水口路、海
洋構築物、水中構築物または貯水池などに水中生物が付着することを防止するために用い
る水中生物付着防止剤および水中生物付着防止塗料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　船舶の船底部、ブイやオイルフェンスなどの海水中に置かれる設備、養殖または定置用
漁網、橋脚や水門などの海洋構築物、火力または原子力発電所の復水器冷却水系、化学工
業の熱交換機冷却用水の取水路、ダムの付属設備などの水中構築物、貯水池など、常時海
水や淡水と接触する部分には、ムラサキガイ、フジツボ、カキ、ヒドロムシ、ヒドラ、セ
ルプラ、ホヤ、コケムシ、タニシなどの水棲動物およびアオサ、アオノリ、シオミドロな
どの藻類が付着繁殖する。
【０００３】
　これら水中生物の船舶への付着は、流体抵抗の増加を引き起こし、その結果、航行速度
の低下、消費燃料の増加、さらに船底の清掃費用などの損失を招く。また、これらの水中
生物が養殖網に付着した場合、海水の流通が低下し、養殖魚の発育阻害や魚病の多発を招
く。
【０００４】
　海洋設備、海洋および水中構築物への水中生物の付着は、重量増加や操作上の著しい不
都合を生じ、美観も損ねる。取水路への付着は、取水路の閉塞による取水量の減少などが
起こり、さらに熱伝導度の低下などの問題も生じる。従来、これらの海水および淡水水中
生物の付着繁殖を防止するため、有機スズ化合物または亜酸化銅などを含有する水中生物
付着防止塗料が使用されてきた。
本発明者らは、先にモノテルペン誘導体のチオシアン酸エステルが水中生物付着に対して
優れた防止効果を発揮することを見出し、特願２００２-４７１００号として出願した。
【特許文献１】特願２００２－４７１００号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　近年、重金属や有害化合物による、海洋、河川などの水質汚濁や、汚染物による人体へ
の悪影響が懸念されている。このような観点から、水中生物付着防止剤についても規制の
対象となっている物質が多く、とくに有機スズ化合物は厳しく規制されている。本発明は
、これら従来の水中生物付着防止剤に代わる、重金属を含まない安全で有効な水中生物付
着防止剤および水中生物付着防止塗料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、水中生物付着防止剤として、より有効で環境に有意な化合物を開発すべ
く鋭意研究を重ねた結果、モノテルペン誘導体のイソチオシアン酸エステルが水中生物付
着防止に対して有効であることを見出し、本発明を完成した。
【０００７】
　すなわち、本発明は、式（ａ）
【０００８】
【化１１】

　　（ａ）
【０００９】
（式中、ｎは１～１２の整数を、Ｒは
【００１０】
【化１２】

【００１１】
のいずれかを示す）で示されるモノテルペン誘導体のイソチオシアン酸エステルを含有す
ることを特徴とする水中生物付着防止剤に関する。
【００１２】
　本発明は、また、式（ａ）で示されるモノテルペン誘導体のイソチオシアン酸エステル
を含有する水中生物付着防止塗料に関する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の水中生物付着防止剤、とくに水中生物付着防止塗料は、水中生物付着防止性能
が高く、たとえば、船舶の船底部、漁網、ブイ、水門、冷却用水の取水配水管などの海中
構築物に対する水中生物による汚損を防止するために極めて有用である。しかも、本発明
の水中生物付着防止剤は、海洋環境に与える負荷が少ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の水中生物付着防止剤は、有効成分として、式（ａ）で示される化合物（モノテ
ルペン誘導体のイソチオシアン酸エステル）を含有する。式（ａ）で示される化合物中の
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メチレン基の数ｎは１～１２、好ましくは６～１２の整数である。ｎが１３以上のイソチ
オシアン酸エステルは合成が困難である。
【００１５】
　式（ａ）で示される化合物は、モノテルペンにメチレン側鎖を形成した後、チオシアン
酸塩を反応させチオシアン酸エステルを合成し、さらに、これを異性化することにより作
製することができる。例えば、水酸基含有モノテルペンに強アルカリを作用させ水酸基含
有モノテルペンの水酸基をイオン化することで１，ｎージハロゲノアルカンを反応させる
ことができ、メチレン側鎖を形成することができる。水酸基含有モノテルペンに１，ｎー
ジハロゲノアルカンと反応させメチレン側鎖を形成したモノテルペン誘導体にチオシアン
酸塩を反応させて、モノテルペン誘導体のチオシアン酸エステルを作製することができる
。さらにこのモノテルペン誘導体のチオシアン酸エステルを、高温で加熱することにより
異性化して、式（ａ）で示される化合物を製造することができる。
【００１６】
　水酸基含有モノテルペンとしては、ゲラニオール、βーシトロネロール、リナロール、
メントール、αーテルピネオールまたはボルネオールを使用する。
【００１７】
　水酸基含有モノテルペンとして、ゲラニオールを使用することにより、式（ｈ）で示さ
れるイソチオシアン酸エステルを、βーシトロネロールを使用することにより、式（ｉ）
で示されるイソチオシアン酸エステルを、リナロールを使用することにより、式（ｊ）で
示されるイソチオシアン酸エステルを、メントールを使用することにより、式（ｋ）で示
されるイソチオシアン酸エステルを、αーテルピネオールを使用することにより、式（ｌ
）で示されるイソチオシアン酸エステルを、ボルネオールを使用することにより、式（ｍ
）で示されるイソチオシアン酸エステルを製造することができる。
【００１８】
【化１３】

　　（ｈ）

　　（ｉ）

　　（ｊ）
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　　（ｋ）

　　（ｌ）

　　（ｍ）
【００１９】
　１，ｎージハロゲノアルカンとしては、１，２－ジブロモエタン、１，３－ジブロモプ
ロパン、１，６ージブロモヘキサン、１，１０－ジブロモデカン、１，１２－ジブロモド
デカンなどのジブロモアルカン、１，１０－ジクロロデカンなどのジクロロアルカンをあ
げることができる。１，ｎージハロゲノアルカンのｎは、１～１２の整数を示し、アルキ
レン基の炭素数、すなわち、得られるイソチオシアン酸エステルのメチレン基の数ｎに相
当する。
【００２０】
強アルカリとしては、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属、カルシウムなどのアル
カリ土類金属、水酸化ナトリウムなどのアルカリ金属水酸化物、酸化銀などの塩基性金属
酸化物などをあげることができる。
【００２１】
チオシアン酸塩としては、たとえば、チオシアン酸カリウム、チオシアン酸ナトリウム、
チオシアン酸リチウムなどのアルカリ金属塩などを用いることができる。
【００２２】
水酸基含有モノテルペンのイオン化を行うときには、反応溶媒を使用しなくてもよいし、
反応溶媒を使用することもできる。反応溶媒としては、ジエチルエーテル、テトラヒドロ
フランなどのエーテル類を用いることができる。反応温度は、溶媒の沸点以上、通常、好
ましくは０～１００゜Ｃ、より好ましくは１０～７５゜Ｃとすることができる。０゜Ｃ未
満では、水酸基含有モノテルペンのイオン化
が起こりにくくなり、１００゜Ｃを越えると、副反応が起こりやすくなる。
【００２３】
イオン化した水酸基含有モノテルペンに１，ｎージハロゲノアルカンを添加してメチレン
側鎖の導入を行う反応には、メタノール、エタノールなどのアルコールを溶媒として用い
ることができる。反応温度は、溶媒の沸点以下、通常、好ましくは０～１００゜Ｃ、より
好ましくは２０～８０゜Ｃである。０゜Ｃ未満では、イオン化した水酸基含有モノテルペ
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ンと１，ｎージハロゲノアルカンとの反応が起こりにくくなり、１００゜Ｃを越えると、
副反応が起こりやすくなるからである。反応溶媒として使用するメタノールおよびエタノ
ールの沸点を反応温度とすることが好ましい。
【００２４】
水酸基含有モノテルペンに１，ｎージハロゲノアルカンを作用させメチレン側鎖を形成し
たモノテルペン誘導体とチオシアン酸塩との反応は、反応溶媒を使用することにより行う
ことができる。反応溶媒としては、アセトンなどのケトン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ドなどのアミドを用いることができる。反応温度は、溶媒の沸点以下、通常、好ましくは
ー６０～１８０゜Ｃ、より好ましくは２０～８０゜Ｃとすることができる。ー６０゜Ｃ未
満では、メチレン側鎖を形成したモノテルペン誘導体とチオシアン酸塩との反応が起こり
にくくなり、１８０゜Ｃを越えると、副反応が起こりやすくなる。反応溶媒としては、ア
セトンを使用するときには、アセトンの沸点を反応温度とすることが好ましい。
モノテルペン誘導体のチオシアン酸エステルの異性化は、反応溶媒を使用することにより
行うことができる。反応溶媒としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどのアミド類を
用いることができる。反応温度は、通常好ましくは３０～８０゜Ｃ、より好ましくは５０
～１２０゜Ｃである。３０゜Ｃ未満では、異性化が起こりにくくなり、１８０゜Ｃを超え
ると、副反応が起こりやすくなる。
【００２５】
得られた式（ａ）で示される化合物は、カラムクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフ
ィーなどを用いて精製することができる。
【００２６】
本発明の水中生物付着防止剤には、式（ａ）で示される化合物が１種または２種以上含有
される。本発明の水中生物付着防止剤には式（ａ）で示される化合物を０．００１～５０
重量％含有することが可能である。少ないと、効果が少なく付着生物による汚染を受けや
すい傾向があり、多いと、付着物に対する効果があまり増大しない傾向があり、式（ａ）
で示される化合物を０．０１～１０重量％含有することが好ましく、１～１０重量％含有
することがより好ましい。
【００２７】
本発明の水中生物付着防止剤には、式（ａ）で示される化合物が以外の他の成分を含有す
ることができる。本発明の水中生物付着防止剤は、他の成分として、水中生物付着防止剤
の有効成分として作用する化合物を含有することができる。式（ａ）で示される化合物以
外の水中生物付着防止剤の有効成分として作用する化合物としては、亜酸化銅、銅粉、チ
オシアン酸第一銅、硫酸銅、硫酸亜鉛、硫酸ニッケルなどの無機化合物；オキシン銅、酢
酸銅、ナフテン酸銅、銅ピリチオンなどの有機銅系化合物；酢酸ニッケル、ジメチルジチ
オカルバミン酸ニッケルなどの有機ニッケル系化合物；酢酸亜鉛、カルバミン酸亜鉛、ジ
メチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジンクピリチオンなどの有機亜鉛系化合物、Ｎ－トリク
ロロメチルチオフタルイミド、Ｎ－フルオロジクロロメチルチオフタルイミドなどのＮ－
トリハロメチルチオフタルイミド；ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド、Ｎ
－メチルジチオカルバミン酸アンモニウム、エチレンビス（ジチオカルバミン酸）アンモ
ニウムなどのジチオカルバミン酸；Ｎ－（２，４，６－トリクロロフェニル）マレイミド
、Ｎ－４－トリルマレイミド、ｎ－３－クロロフェニルマレイミドなどのＮ－アリールマ
レイミド；３－ベンジリデンアミノ－１，３－チアゾリジン－２，４－ジオン、３－（４
－メチルベンジリデンアミノ）－１，３－チアゾリジンー２，４－ジオンなどの３－置換
アミノー１，３－チアゾリジンー２，４－ジオン；ジチオシアノメタン、ジチオシアノエ
タン、２，５－ジチオシアノチオフェンなどのジチオシアノ系化合物；２－メチルチオー
４－ｔ－ブチルアミノー６－シクロプロピルアミノーＳ－トリアジンなどのチリアジン系
化合物；２，４，５，６－テトラクロロイソフタロニトリル、Ｎ，Ｎ－ジメチルＮ’ージ
クロロフェニル尿素、４、５－ジクロロー２－ｎーオクチルーイソチアゾリンー３－オン
、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ’－フェニル－（Nーフルオロジクロロメチルチオ）スルファミ
ド、テトラメチルチウラムジスルフィド、３－ヨードー２－プロピニルブチルカルバメー
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ト、２－（メトキシカルボニルアミノ）ベンズイミダゾール、２，３，５，６－テトラク
ロロー４ー（メチルスルフォニル）ピリジン、ジヨードメチルパラトリルスルホン、フェ
ニル（ビスピリジン）ビスマスジクロライド、２－（４－チアゾリル）ベンズイミダゾー
ル、ピリジンチリフェニルボランなどを使用することができる。
【００２８】
本発明の水中生物付着防止剤は、塗料の形態（水中生物付着防止塗料）、溶液の形態、乳
剤の形態などの各種の形態に調製することができる。本発明の水中生物付着防止剤は、そ
の形態に応じて、各種の他の成分を含有することができる。各形態の水中生物付着防止剤
の調製は、通常行われる一般的な処方にておこなうことができる。
【００２９】
たとえば、本発明の水中生物付着防止塗料は、式（ａ）で示される化合物を塗料に含有さ
せることにより得られる。本発明の水中生物付着防止塗料は、式（ａ）で示される化合物
以外の他の成分として、と膜形成成分、顔料、添加剤、溶剤などを含むことができる。
【００３０】
塗膜形成成分としては、アマニ油などの油類、ロジンなどの天然樹脂、塩化ビニルなどの
合成樹脂をあげることができる。顔料としては、チタン白、亜鉛華、ベンガラなどの着色
顔料、亜鉛末、鉛丹などの錆止め顔料、炭酸カルシウム、クレー、タルク、硫酸バリウム
などの体質顔料、アルミニウムペースト、亜酸化銅、ガラスビーズ、マイカなどの特殊機
能顔料をあげることができる。添加剤としては、アルキルアミン、ジブチルフタレート、
ジエチルフタレート、ステアリン酸アルミニウム、ベントナイト、メチルセルロース、シ
リコーン、界面活性剤、ナフテン酸金属石鹸などをあげることができる。溶剤としては、
石油系混合溶剤、ミネラルスピリット、トルエン、キシレン、エタノール、ブタノール、
イソプロパノール、セロソルブ、ケトン、エステル、水などをあげることができる。
【００３１】
本発明の水中生物付着防止塗料は、式（ａ）で示される化合物を０．００１～５０重量％
含有することが可能である。少ないと、効果が少なく付着生物による汚染を受けやすい傾
向があり、多いと、付着物に対する効果があまり増大しない傾向があり、式（ａ）で示さ
れる化合物を０．０１～１０重量％含有することが好ましく、１～１０重量％含有するこ
とがより好ましい。
【００３２】
本発明の溶液の形態に調製した水中生物付着防止剤は、たとえば、式（ａ）で示される化
合物を塗膜形成剤に配合することにより、調製することができる。塗膜形成剤としては、
たとえば、キシレン、トルエン、メチルエチルケトン、メタノールなどを使用することが
できる。溶液の形態に調製した水中生物付着防止剤は、式（ａ）で示される化合物を０．
００１～５０重量％含有することが可能である。少ないと、効果が少なく付着生物による
汚染を受けやすい傾向があり、多いと、付着物に対する効果があまり増大しない傾向があ
り、式（ａ）で示される化合物を０．０１～１０重量％含有することが好ましく、１～１
０重量％含有することがより好ましい。
【００３３】
本発明の乳剤の形態に調製した水中生物付着防止剤は、溶剤中に式（ａ）で示される化合
物を溶解させ、さらに界面活性剤を添加する常法により調製することができる。溶媒とし
ては、キシレン、トルエン、メチルエチルケトン、メタノールなどを使用することができ
る。界面活性剤としては，非イオン性、陰イオン性、陽イオン性および両イオン性のもの
を適宜使用することができる。たとえば、アルキルフェノール、高級アルコール、アルキ
ルナフトール、高級脂肪酸、脂肪酸エステル、ジアルキルリン酸アミンなどに対してエチ
レンオキシドおよび／またはプロピレンオキシドを重合させたもの；ラウリル酸ナトリウ
ムなどのアルキル硫酸エステル塩；２－エチルヘキセンスルホン酸ナトリウムなどのアル
キルスルホン酸塩；ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどのアリールスルホン酸塩
などを使用することができる。
【００３４】
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乳剤の形態に調製した水中生物付着防止剤は、式（ａ）で示される化合物を、好ましくは
０．００１～５０重量％。より好ましくは０．０１～１０重量％含有することができる。
０．０１重量％未満では、付着生物により汚染を受けやすい傾向があり、１０重量％を越
えても、付着生物に対する効果があまり増大しない傾向がある。
【００３５】
本発明の水中生物付着防止剤は、船舶の船底部、漁網、ブイなどの海水中に置かれる設備
、火力もしくは原子力発電所および各種工業の冷却用水の取水路、海洋構築物、水中構築
物または貯水池などに用いることができ、貝類などの有害な水中生物が付着するのを防止
することができる。
【００３６】
本発明の水中生物付着防止塗料を、水中生物の付着を防止する必要のある適用対象に塗布
して、塗膜を形成させることにより、適用対象に対する水中生物の付着を防止することが
できる。
【００３７】
本発明の溶液または乳剤の形態に調製した水中生物付着防止剤は、水中生物の付着を防止
する必要のある適用対象、とくに、養殖魚網、定置魚網などに塗布することにより、水中
生物の付着を防止することができる。
【００３８】
以下、実施例および比較例により本発明を説明するが、本発明の範囲はこれに限定される
ものではない。
【００３９】
実施例１
＜モノテルペン誘導体のイソチオシアン酸エステルの製造＞
冷却管、温度計および攪拌機を設置した三口フラスコにゲラニオール８８ｍｌおよびジエ
チルエーテル５０ｍｌを仕込み、そこに細かく切断したナトリウム１０ｇを加えた。そこ
に、ヨウ化カリウム２ｇを添加した後、１，１０－ジブロモデカン１００ｍｌを約１時間
かけて滴下し、さらに、エタノール３００ｍｌを約３時間かけて滴下し、還流条件下にて
１０時間反応させた。反応物を、エーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによっ
て精製し、中間体（モノテルペン誘導体）（１）を６０ｇ得た。
【００４０】
同様の装置に中間体（１）を５０ｇ、チオシアン酸カリウム１５ｇおよびＮ，Ｎ－ジメチ
ルホルムアミド２００ｍｌを仕込み、８０゜Ｃにて２５時間反応させた。反応生成物を、
エーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによって精製し、モノテルペン誘導体の
チオシアン酸エステル（１）を３９ｇ得た。
同様の装置にモノテルペン誘導体のチオシアン酸エステル（１）を３９ｇおよびＮ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド２００ｍｌを仕込み、１００゜Ｃにて２５時間反応させた。反応生
成物をエーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによって精製し、モノテルペン誘
導体のイソチオシアン酸エステル（１）を２６ｇ得た。
【００４１】
＜水中生物付着防止塗料の製造＞
イソチオシアン酸エステル（１）を用いて、表２に示す配合割合により本発明の水中生物
付着防止塗料を調製した。
【００４２】
＜水中生物付着防止性能の評価＞
前記水中生物付着防止塗料をＦＲＰ（ガラス繊維強化ポリエステル）板（１５０ｘ３００
ｍｍ）の両面に、乾燥膜厚が７０μｍになるように刷毛塗りして試験板を作製した。この
試験板を、兵庫県赤穂市坂越沖に設置したテスト用の筏から深度１．０ｍの海中に浸漬し
、試験板表面の生物の付着状況を定期的に調査した。４ヶ月後および６ヶ月後の調査結果
を表３に示す。コントロールとして、水中生物付着防止塗料を使用しなかった場合の結果
を示す。
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【００４３】
なお、水中生物付着防止性能の評価は、目視に寄って塗膜面積の付着生物による被覆率を
６段階で評価した。数字が大きいほど被覆率が小さいことを示す。すなわち、表３中、「
５」は汚損生物の付着がなかったこと、「４」は汚損生物の付着（被覆率）が５％以下で
あったこと、「３」は６～１０％であったこと、「２」は１１～２５％であったこと、「
１」は２６～５０％であったこと、「０」は５１％以上であったことを示す。
【００４４】
実施例２～９
実施例１と同様の装置に、表１に示す所定量の各モノテルペン（Ａ）およびジエチルエー
テル５０ｍｌを仕込み、そこに細かく切断したナトリウム１０ｇを加えた。そこに、ヨウ
化カリウム２ｇを添加した後、表１に示す所定量の各ジブロモアルカン（Ｂ）を約１時間
かけて滴下し、さらに、エタノール３００ｍｌを約３時間かけて滴下し、還流条件下にて
１０時間反応させた。反応物を、エーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによっ
て精製し、中間体（モノテルペン誘導体）（２）～（９）を得た。得られた各中間体の収
量を表１に示す。 
【００４５】
同様の装置に中間体（２）～（９）を５０ｇ、表１に示す量のチオシアン酸カリウム（Ｃ
）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド２００ｍｌを仕込み、８０゜Ｃにて２５時間反応
させた。反応生成物を、エーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによって精製し
、モノテルペン誘導体のチオシアン酸エステル（２）～（９）を得た。得られたモノテル
ペン誘導体のチオシアン酸エステル（２）～（９）の収量を表１に示す。
同様の装置にモノテルペン誘導体のチオシアン酸エステル（２）～（９）の表１に示す収
量分およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド２００ｍｌを仕込み、１００゜Ｃにて２５時間
反応させた。反応生成物をエーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによって精製
し、モノテルペン誘導体のイソチオシアン酸エステル（２）～（９）を得た。得られたモ
ノテルペン誘導体のイソチオシアン酸エステル（２）～（９）の収量を表１に示す。
【００４６】
ついで得られたイソチオシアン酸エステル（２）～（９）を用いて、表２に示す配合割合
により本発明の水中生物付着防止塗料を調製し、実施例１と同様にして水中生物付着防止
性能の評価を行った。その結果を表３に示す。
【００４７】
比較例１
実施例１におけるイソチオシアン酸エステルに代えて亜酸化銅を用いて、表２に示す配合
割合にて塗料を調製し、実施例１と同様にして水中生物付着防災性能の評価を行った。
結果を表３に示す。
【００４８】
比較例２
市販の水中生物付着防止剤（ピリジントリフェニルボラン）を用いて表２に示す配合割合
にて塗料を調製し、実施例１と同様にして水中生物付着防止性能の評価を行った。
結果を表３に示す。
【００４９】
実施例１０
実施例１と同様の装置に、ゲラニオール８８ｍｌおよびジエチルエーテル５０ｍｌを仕込
み、そこに細かく切断したナトリウム１０ｇを加えた。そこに、ヨウ化カリウム２ｇを添
加した後、１，２－ジブロモエタン５０ｍｌを約１時間かけて滴下し、さらに、エタノー
ル３００ｍｌを約３時間かけて滴下し、還流条件下にて１０時間反応させた。反応物を、
エーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによって精製し、中間体（モノテルペン
誘導体）（１０）を５３ｇ得た。
【００５０】
同様の装置に中間体（１０）を５０ｇ、チオシアン酸カリウム２０ｇおよびＮ，Ｎ－ジメ
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チルホルムアミド２００ｍｌを仕込み、８０゜Ｃにて２５時間反応させた。反応生成物を
、エーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによって精製し、モノテルペン誘導体
のチオシアン酸エステル（１０）を４１ｇ得た。
同様の装置にモノテルペン誘導体のチオシアン酸エステル（１０）を４１ｇおよびＮ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド２００ｍｌを仕込み、１００゜Ｃにて２５時間反応させた。反応
生成物をエーテル抽出した後、カラムクロマトグラフィーによって精製し、モノテルペン
誘導体のイソチオシアン酸エステル（１０）を２０ｇ得た。
【００５１】
ついで、得られたイソチオシアン酸エステル（１０）を用いて、表２に示す配合割合によ
り本発明の水中生物付着防止塗料を調製し、実施例１と同様にして水中生物付着防止性能
の評価を行った。性能評価の結果は、４ヶ月後が「３」、６ヶ月後が「２」であった。
【００５２】
【表１】

【００５３】
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【表２】

【００５４】
【表３】

【００５５】
　表３に示す結果からも明らかなように、イソチオシアン酸エステル（１）～（９）を用
いた水中生物付着防止塗料（実施例１～９）は、比較例１および２の塗料と同等以上の高
い水中生物付着防止性能を有することが確認された。実施例９で調製した塗料の性能は、
亜酸化銅を使用した比較例１とほぼ同等であったが、比較例１に使用した亜酸化銅は、重
金属化合物であり、その溶出物が海洋環境に悪影響を与えるものと考えられる。
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